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判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の基準  

審査基準（不利益処分関係）  資料番号  ７  担当課  男女参画・子育て支援課 

法令名  児童福祉法施行令  根拠条項  第１８条  不利益処分の種類  負担金の返還命令  

児童福祉法施行令（昭和２３年３月３１日政令第７４号）  

  

第１８条 法第５２条、５３条及び第５３条の３から第５５条までの規定により交付した国庫及び都道府県の負担金は、次に掲げる場
合においては、その全部又は一部を返還させることができる。  

１ 児童福祉施設が、法第４６条第４項の規定により、その事業の停止を命ぜられたとき。  

２ 児童福祉施設が、法第５８条の規定により、その認可を取り消されたとき。  

３ 児童相談所、児童福祉施設又は児童福祉施設の職員の養成施設が、法若しくは法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてな
す処分に違反したとき。  

４ 児童相談所、児童福祉施設又は児童福祉施設の職員の養成施設が、その事業の全部若しくは一部を廃止し、又は当初予定した目
的以外の用途に利用されるようになったとき。  

５ 負担金交付の条件に違反したとき。  

６ 詐欺の手段で、負担金の交付を受けたとき。  

  

     

   

 


